
〇柳井地域広域水道企業団工事検査規程 

令和７年３月３１日 

管理規程第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、工事の適正かつ能率的な施行を確保

するため、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。 

（検査の種類） 

第２条 検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。 

２ 「出来形検査」とは、請負者から部分払の請求があったとき、契約の解除があったと

き、災害の発生があったとき、又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検

査をいう。 

３ 「中間検査」とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を

確認する検査をいう。 

４ 「完成検査」とは、工事が完成したときに行う検査で、出来形検査及び中間検査におい

て検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。 

（検査職員） 

第３条 検査を行う者を検査職員という。 

２ 企業長は、職員のうちから適任と認める者を検査員として指名し、検査員は、次に掲げ

る検査（以下「甲検査」という。）を行う。 

（１）請負金額１，０００万円以上の工事（構築物の解体工事及び別に企業長が指定する工

事を除く。）の検査 

（２）請負金額１，０００万円未満の工事で別に企業長が指定する工事の検査 

３ 甲検査以外の検査（以下「乙検査」という。）は、工事担当課長又は工事担当課長が指

定する課長補佐（課長補佐相当職を含む。）以上の職員が行う。 

４ 検査員は、前項の工事の検査について、必要な指導及び助言をすることができる。 

（検査の手続及び時期） 

第４条 工事担当課長は、甲検査のうち出来形検査又は完成検査にあっては工事の出来形又

は完成を確認した後、中間検査にあっては総務課長の指定する工事の完了を確認した後、

工事検査依頼書（別記第１号様式）により総務課長に検査の実施を依頼するものとする。 

２ 総務課長は、前項の規定による依頼があったときは、検査員を選任のうえ、検査の日時

等を決定し、検査通知書（別記第２号様式）により工事担当課長に通知するものとする。 

３ 乙検査については、監督職員（柳井地域広域水道企業団工事執行規程（令和７年柳井地

域広域水道企業団管理規程第１４号）第２条に規定する監督職員をいう。以下同じ。）

は、工事の完成又は出来形を確認した後、検査職員に通知するものとする。 

（検査の立会い） 

第５条 工事の検査には、当該工事の監督職員又は当該工事の担当課の職員が立ち会わなけ

ればならない。 

（検査の方法） 

第６条 工事の検査は、現地において、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、厳正に

行わなければならない。 



２ 検査は、当該工事の出来形を対象として、数量、品質、規格、性能、寸法等について適

否の判定を行うものとする。 

３ 地下、水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写

真、出来形図、施工管理記録等により検査を行うことができる。 

４ 工事の検査で特に必要と認めるときは、出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、又は

試験して検査することができる。 

（検査後の処理） 

第７条 検査職員は、検査の結果、適正と認めたときは、速やかに工事検査調書（別記第３

号様式）を作成し、工事担当課長に回付しなければならない。 

２ 検査職員及び監督職員は、検査後速やかに工事成績評定書（別記第４号様式）を作成

し、総務課長に提出しなければならない。 

３ 工事成績の評定は、別に定める工事成績評定要領に基づき適確かつ公正に行うものとす

る。ただし、請負金額が300万円未満の工事の完成検査については、これを省略すること

ができる。 

４ 企業長は、前項の工事成績の評定の結果を当該工事の請負者に通知するものとする。 

（手直しに係る措置） 

第８条 検査職員は、検査の結果、補修又は改善等手直し（以下「手直し工事」という。）

の必要があると認めたときは、手直し通知書（別記第５号様式）を作成し、工事担当課長

に通知しなければならない。 

２ 工事担当課長は、前項により手直し工事の通知を受けた場合は、速やかに当該工事の請

負者に手直しを行わせなければならない。 

３ 工事担当課長は、前項による手直し工事が完了した場合は、手直し完了報告書（別記第

６号様式）により結果を当該工事の検査職員に報告しなければならない。 

４ 検査職員は、前項による報告を受けた場合は、直ちに再検査を行わなければならない。 

（補則） 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



別記 

第１号様式（第４条関係） 

 
工 事 検 査 依 頼 書 

 
 

整 理 番 号  工事台帳番号   第    号 検査台帳番号   第    号 

工  事  名  

 工 事 場 所  

請 負 者 名  

請 負 金 額 金         円 前 払 金 額 金         円 

出来高金額  部 分 払 済 額 金                  円 

調  定  額  今回支払見込額 金                  円 

契 約 工 期 着手  年 月 日 完成  年 月 日 工期の 
 
変 更 

１回   年  月  日 

実 施 工 期 着手  年 月 日 完成  年 月 日 ２回  

検 査 工 種    

 現場確認事項 
   

    上記の工事は、令和 年 月 日（出来形・中間・完成）を確認したので、 

所要の検査の実施を依頼します。 
 
 
 
   （宛先）総務課長   
 
           年  月  日 
 
 
                       工事担当課長        印  

 
 

 



第２号様式（第４条関係） 

検  査  通  知   

 

 

検査台帳番号第   号  

年  月  日  

 

（宛先）工事担当課長 

 

総務課長        印   

 

工事名  

工事番号  

請負者名  

検査年月日       年  月  日 

検査員氏名  

検査の種類      □出来形    □中 間    □完 成 

備考  



第３号様式（第７条関係） 

 

工  事  検  査  調  書 

検査台帳番号 第   号  

 

 １ 工 事 名 

 ２ 工 事 場 所 

 ３ 契 約 工 期       年  月  日 から 

               年  月  日 まで 

 ４ 請負代金額  金 

 ５ 請 負 者 

 ６ 完成年月日       年  月  日 

７ 検査年月日       年  月  日 

８ 検査の種類  □出来形検査 別添工事出来形調書のとおり 

           （出来形歩合    ％） 

          □中間検査 

            内 容： 

 

          □完成検査  別添工事設計書、仕様書、図面のとおり 

 

 上記の工事について、工事請負契約書、設計図書その他関係書類に基づき検査を行った結

果、相違なく（出来形・中間・完成）を確認する。 

 

       年  月  日 

検査職員 

     職 名 

     氏 名        ㊞ 

 



第４号様式（第７条関係） 

 



第５号様式（第８条関係） 

手  直  し  通  知  書 

 

 

検査台帳番号 第   号  

年  月  日  

  （宛先）工事担当課長 

 

検査職員        ㊞  

 

 検査の結果、次のとおり手直しの必要を認めたので通知します。 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

請 負 者  請 負 金 額  

着手年月日 年  月  日  完成年月日 年  月  日   

手直し期間      年  月  日から        年  月  日まで 

 

通知する内容 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

手 直 し 完 了 報 告 書 

 

 

検査台帳番号 第   号  

年  月  日  

  （宛先）検査職員 

 

工事担当課長        ㊞  

 

 次の工事について、手直しが完了したので報告します。 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

手直し完了日 年  月  日 

検 査 希 望 日 年  月  日 

 

手直し内容 

 

 


